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(57)【要約】
【課題】バッテリの消費電力を抑制しつつ、撮像素子の
温度上昇時には冷却手段の駆動を熱電素子の起電力によ
って確実に行わせて十分な冷却効果が得られるようにす
る。
【解決手段】撮像素子近傍の温度がＴ３～Ｔ４なる所定
温度に上昇した場合には、ライブビュー動作を停止させ
て（ステップＳ１３８）、バッテリの消費電力を抑制し
つつ、熱電素子の起電力によってファンを駆動させて放
熱板を冷却し（ステップＳ１３２）、熱電素子の放熱部
側を冷却することで受熱部側との間に大きな温度差を確
保して十分な起電力を発生させ、よって、撮像素子の温
度上昇時には冷却手段の駆動を熱電素子の起電力によっ
て確実に行わせて十分な冷却効果を得ることができるよ
うにした。
【選択図】　　　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズの光軸上に該光軸と直交するように配設されて、前記撮影レンズによる被写
体像が結像される撮像素子と、
　前記撮像素子により撮像された画像のライブビュー表示や各種情報の表示をする表示装
置と、
　前記撮像素子、前記表示装置、その他の内蔵回路に駆動電力を供給するバッテリと、
　受熱部が絶縁シートを介して前記撮像素子と熱結合するよう該撮像素子の背面側に配設
されて、前記受熱部と放熱部との間の温度差に応じた起電力を発生する熱電素子と、
　前記撮像素子の背面側に配設されて、前記熱電素子の前記放熱部側と熱結合する放熱板
と、
　前記放熱板を冷却する冷却手段と、
　前記撮像素子の近傍の温度を検出する温度検出手段と、
　前記温度検出手段により検出された検出温度がＴ３～Ｔ４（ただし、Ｔ３＜Ｔ４）なる
所定温度間の場合には、前記表示装置によるライブビュー動作を停止させるとともに、前
記熱電素子の起電力によって前記冷却手段を駆動させる制御手段と、
　を備えることを特徴とする電子カメラ。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記温度検出手段により検出された検出温度がＴ２～Ｔ３（ただし、
Ｔ２＜Ｔ３）なる所定温度間の場合には、前記表示装置によるライブビュー動作のフレー
ムレートを下げることを特徴とする請求項１に記載の電子カメラ。
【請求項３】
　前記冷却手段は、前記放熱板を通る冷却風を発生させる空冷ファンを含むことを特徴と
する請求項１または２に記載の電子カメラ。
【請求項４】
　前記冷却手段は、前記放熱板に対して、伝熱により蒸発した蒸気を冷却して作動液とし
て循環させるポンプを含むことを特徴とする請求項１または２に記載の電子カメラ。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記温度検出手段により検出された検出温度がＴ４以上の場合には、
電源をオフさせることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の電子カメラ。
【請求項６】
　前記熱電素子は、両面に熱伝導シートを有することを特徴とする請求項１～５のいずれ
か一つに記載の電子カメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影レンズによる被写体像を撮像素子に結像させて撮像するコンパクト型デ
ジタルカメラ、レンズ交換可能な一眼レフレックス型デジタルカメラ等の電子カメラに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラにおいて、デジタルカメラを駆動すると発熱するＣＰＵにより、
ゼーベック効果素子（熱電素子）の高温側導体が加熱されることによって、高温側導体と
低温側導体との間の温度差に比例した起電力が発生し、このゼーベック効果素子の起電力
によってプロペラファンを駆動させ、ＣＰＵの発熱による筐体内部の温度上昇、ひいては
ＣＰＵ自体の温度上昇を抑制するようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３３７５３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　特許文献１に記載のものによれば、ゼーベック効果素子の起電力によってプロペラファ
ンを駆動させているので、プロペラファンをバッテリで駆動させる必要がなく、バッテリ
の消費電力の抑制に役立つ。しかしながら、ゼーベック効果素子は、高温側導体と低温側
導体との間の温度差に比例した起電力が発生するものであるが、特許文献１に記載のもの
は、相対的に温度が低い筐体近傍に低温側導体が配備されているだけであり、高温側導体
と低温側導体との間の温度差が大きいとはいえない。この結果、発生する起電力がプロペ
ラファンを駆動させるに十分とはいえず、プロペラファンによる冷却効果も不十分となっ
てしまう。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、バッテリの消費電力を抑制しつつ、撮
像素子の温度上昇時には冷却手段の駆動を熱電素子の起電力によって確実に行わせて十分
な冷却効果を得ることができる電子カメラを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる電子カメラは、撮影レ
ンズの光軸上に該光軸と直交するように配設されて、前記撮影レンズによる被写体像が結
像される撮像素子と、前記撮像素子により撮像された画像のライブビュー表示や各種情報
の表示をする表示装置と、前記撮像素子、前記表示装置、その他の内蔵回路に駆動電力を
供給するバッテリと、受熱部が絶縁シートを介して前記撮像素子と熱結合するよう該撮像
素子の背面側に配設されて、前記受熱部と放熱部との間の温度差に応じた起電力を発生す
る熱電素子と、前記撮像素子の背面側に配設されて、前記熱電素子の前記放熱部側と熱結
合する放熱板と、前記放熱板を冷却する冷却手段と、前記撮像素子の近傍の温度を検出す
る温度検出手段と、前記温度検出手段により検出された検出温度がＴ３～Ｔ４（ただし、
Ｔ３＜Ｔ４）なる所定温度間の場合には、前記表示装置によるライブビュー動作を停止さ
せるとともに、前記熱電素子の起電力によって前記冷却手段を駆動させる制御手段と、を
備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明にかかる電子カメラは、上記発明において、前記制御手段は、前記温度検
出手段により検出された検出温度がＴ２～Ｔ３（ただし、Ｔ２＜Ｔ３）なる所定温度間の
場合には、前記表示装置によるライブビュー動作のフレームレートを下げることを特徴と
する。
【０００８】
　また、本発明にかかる電子カメラは、上記発明において、前記冷却手段は、前記放熱板
を通る冷却風を発生させる空冷ファンを含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる電子カメラは、上記発明において、前記冷却手段は、前記放熱板
に対して、伝熱により蒸発した蒸気を冷却して作動液として循環させるポンプを含むこと
を特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる電子カメラは、上記発明において、前記制御手段は、前記温度検
出手段により検出された検出温度がＴ４以上の場合には、電源をオフさせることを特徴と
する。
【００１１】
　また、本発明にかかる電子カメラは、上記発明において、前記熱電素子は、両面に熱伝
導シートを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明にかかる電子カメラは、撮像素子近傍の温度がＴ３～Ｔ４（ただし、Ｔ３＜Ｔ４
）なる所定温度に上昇した場合には、ライブビュー動作を停止させてバッテリの消費電力
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を抑制しつつ、熱電素子の起電力によって冷却手段を駆動させて放熱板を冷却し熱電素子
の放熱部側を冷却することで受熱部側との間に大きな温度差を確保して十分な起電力を発
生させることができ、よって、撮像素子の温度上昇時には冷却手段の駆動を熱電素子の起
電力によって確実に行わせて十分な冷却効果を得ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明にかかる電子カメラを実施するための最良の形態を、図面を参照して説明
する。
【００１４】
（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１の電子カメラの内部構成例を示す中央縦断側面図であり、図２
は、撮像素子付近を拡大して示す中央縦断側面図である。本実施の形態１のカメラ本体１
は、撮影レンズ１４が着脱可能な一眼レフレックス式デジタルカメラであって、下記の各
構成部材を収容するカメラ外装２と、カメラ外装２に固定支持され、光軸Ｏに沿った中央
開口部４ａを有するカメラ構造体４と、撮影レンズ１４の鏡筒が着脱されるボディ側マウ
ント部３を備える。また、カメラ構造体４の中央開口部４ａの後方に光軸Ｏ上に沿って配
置される構成部材として、クイックリターンミラー５と、フォーカルプレーン式シャッタ
６と、冷却式撮像モジュール８とを備える。さらに、カメラ構造体４の上側に固定支持さ
れ、光学ファインダ装置を構成する部材としてフォーカスマット９と、ペンタプリズム１
０と、接眼レンズ１１とを備える。さらに、カメラ外装２の背面側のモニタ表示窓１３の
内側に表示装置としての液晶モニタ１２を備える。
【００１５】
　カメラ構造体４は、冷却式撮像モジュール８を支持する枠体であって、軽量化・低コス
ト化が可能で熱伝導率の高い素材として炭素繊維などのフィラーが混入されたポリカーボ
ネート樹脂やＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）樹脂により構成されている。また、
カメラ構造体４は、後述の撮像素子支持板２２と連結され、撮像素子２１周辺で発生した
熱の一部を後述する空冷ファン６３により外気へ放出する機能を有する。この撮像素子基
板２２に熱伝導性の高い接着剤で接合された放熱フィン２２ａと潜熱蓄熱体４ａがカメラ
構造体４にインサート成形により熱的に結合されて配される。また、潜熱蓄熱体４ａの壁
面に紙面に対して垂直方向に凹凸形状をなす補強リブ４ｂが設けられている。この補強リ
ブ４ｂにより潜熱蓄熱体４ａが液化した状態における強度が確保されている。この潜熱蓄
熱体４ａを構成する有機系蓄熱材は、例えばパラフィンまたは熱伝導性の高い炭素繊維お
よびゲル材が充填されたパラフィンで形成される。そして、このパラフィンや無機水和塩
などの芯材を容器で被覆した蓄熱マイクロカプセルで構成される。
【００１６】
　これにより、発熱源である撮像素子２１を３方向から放熱フィン２２ａおよび潜熱蓄熱
体４ａによって囲むことが可能となる。通常の撮影状態おいて撮像素子２１から発生した
熱は上方に上昇し、後述する排気孔から外部へ放出する。したがって、カメラ構造体４の
ペンタプリズム１０の右側に位置する補強リブ４ｂ付近が上昇するが、この潜熱蓄熱体４
ａによって蓄熱することができ、撮像素子２１の周辺温度が著しく上昇し、カメラ内部の
温度が異常になることを抑制することができる。
【００１７】
　ボディ側マウント３は、カメラ構造体４の前面に当て付けた状態で固定される。クイッ
クリターンミラー５は、被写体光束を上方のフォーカスマット９側に反射するアップ位置
（斜設位置）と、光軸Ｏの被写体光路から退避したダウン位置（退避位置）とに回動駆動
される。シャッタ６は、光軸Ｏ上であって、アップ位置にあるクイックリターンミラー５
の後方位置に配される。
【００１８】
　冷却式撮像モジュール８は、シャッタ６の後方位置に配設され、カメラ構造体４に密着
して直接的に支持されたもので、撮像素子支持板２２と、撮像素子２１の前面側に配設さ
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れる防塵機構部と、極めて薄い絶縁シート２８および熱電素子３０を介して撮像素子支持
板２２に非撮像面（背面）側が接着固定される撮像素子２１と、撮像素子２１の非撮像面
側に取付け接続され、撮像駆動回路基板３６にコネクタ３９を介して接続される接続フレ
キシブルプリント基板（ＦＰＣ基板）３５と、撮像素子２１の背面側である非撮像面に対
向して撮像素子支持板２２に支持された熱電素子３０と、撮像素子支持板２２の背面側に
配設された撮像駆動回路基板３６との積層構造からなる。
【００１９】
　ここで、防塵機構部は、カメラ構造体４に固定される基台２３と、基台２３により弾性
体からなる支持部材２７を介して支持される保護ガラス２４と、ゴム枠を介して保護ガラ
ス２４の先端部に装着される圧電素子２６と、基台２３の裏面側に押え板により押えつけ
られた状態で支持される光学フィルタ２５からなる。
【００２０】
　また、撮像素子２１は、撮影レンズ１４により撮像面に結像された被写体像を光電変換
するもので、矩形形状をなし、本実施の形態では、例えばＣＣＤイメージセンサが用いら
れている。なお、撮像素子２１としては、ＣＣＤイメージセンサに限らず、ＣＭＯＳイメ
ージセンサ等であってもよい。絶縁シート２８は、図２に示すように、ＦＰＣ基板３５に
形成された開口３５ａを介して撮像素子２１と熱電素子３０との間に介在されている。
【００２１】
　熱電素子３０は、ゼーベック効果を利用して熱を電流に変換して起電力を発生させるも
のであり、図３に、その原理的な構成例を示す。熱電素子３０は、受熱部３０ａと放熱部
３０ｂと熱電変換部３０ｃとからなる。受熱部３０ａは、撮像素子２１等の発熱源から伝
導される熱を受ける、熱伝導性の高い絶縁体からなり高温側となるもので、本実施の形態
１では、この受熱部３０ａが絶縁シート２８を介して撮像素子２１と熱結合するように撮
像素子２１の背面側に配設されている。放熱部３０ｂは、受熱部３０ａから伝導された熱
を放熱板としての撮像素子支持板２２側に対して放熱する熱伝導性の高い絶縁体からなり
低温側となるもので、本実施の形態１では、この放熱部３０ｂが撮像素子支持板２２に熱
結合するように配設されている。
【００２２】
　また、熱電変換部３０ｃは、使用温度領域が低温のＢｉ２Ｔｅ３のｎ型半導体３０ｄ、
ｐ型半導体３０ｅおよび電極３０ｆからなる。ｎ型半導体３０ｄおよびｐ型半導体３０ｅ
は、受熱部３０ａと放熱部３０ｂとの間に交互に配設され、電極３０ｆを介して電気的に
直列に接続されてπ型結合を構成している。熱電変換部３０ｃは、受熱部３０ａの熱を吸
収可能に設けられ、受熱部３０ａから受ける熱をゼーベック効果に従い電流に変換して出
力する発電機能を実現する。
【００２３】
　すなわち、ｎ型半導体３０ｄにおいては、受熱部３０ａ側の電極３０ｆの電子が熱エネ
ルギーを受けて運動エネルギーを高める結果、放熱部３０ｂ側の電極３０ｆに移動する。
同様に、ｐ型半導体３０ｅにおいては、受熱部３０ａ側の電極３０ｆの正孔が熱エネルギ
ーを受けて運動エネルギーを高める結果、放熱部３０ｂ側の電極３０ｆに移動する。そし
て、放熱部３０ｂ側の電極３０ｆにおいては、電子および正孔の運動エネルギーは、熱エ
ネルギーに変換され、放熱部３０ｂを介して放出される。このようにして、電子および正
孔が移動する結果、ｎ型半導体３０ｄ、ｐ型半導体３０ｅおよび電極３０ｆに電流が流れ
ることにより、熱電素子３０は発電を行うことができる。この際、発生する起電力は、受
熱部３０ａと放熱部３０ｂとの間の温度差に応じた値となる。
【００２４】
　このような熱電素子３０の両面には、図２に示すように、薄い熱伝導シート３１，３２
が介在されている。熱伝導シート３１，３２は、例えばシリコン、グラファイト、カーボ
ン含有ポリアミド樹脂シートからなり、高い熱伝導性を有し、振動に対する破壊から熱電
素子３０を保護するために設けられる。また、撮像素子支持板２２の凹部側壁と熱電素子
３０の側面との空間部にシリコンゲル剤３７を介在することで、カメラを誤って落下した
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際に、熱電素子３０の破損を防止することができる。
【００２５】
　また、撮像素子支持板２２は、アルミニウム板あるいはステンレス鋼板等で形成され、
撮像素子２１、熱電素子３０を保持するとともに撮像素子２１の放熱機能を果す放熱板を
兼用し、カメラ構造体４の背面部に固定して取付けられている。なお、撮像素子支持板２
２は、カメラ構造体４と同一材料である熱伝導率の高い素材であって、炭素繊維などのフ
ィラーを混入させたポリカーボネートやＰＰＳ樹脂を用いてもよい。
【００２６】
　さらに、撮像素子支持板２２と撮像駆動回路基板３６との間には、隙間３３が形成され
、この隙間３３内において撮像素子２１の背面側位置には温度センサ３４が配設されてい
る。この温度センサ３４は、撮像素子２１の近傍の温度を検出するためのものである。
【００２７】
　ついで、本実施の形態１の電子カメラの外観構成の概略について図４を参照して説明す
る。図４は、電子カメラを示す外観斜視図である。本実施の形態１の電子カメラは、カメ
ラ本体１と、このカメラ本体１の前面側略中央に交換自在に装填されることにより搭載さ
れる撮影レンズ１４（図１参照）とにより構成される。カメラの外観形状を構成するカメ
ラ本体１は、全体的にはやや横長形状に形成されたもので、撮影レンズ１４の光軸Ｏ上と
なる前面側略中央位置に撮影レンズ１４を含むレンズユニットを交換自在に装填するため
のリング状のボディ側マウント３を備え、このボディ側マウント３の脇にレンズ着脱ボタ
ン５１を備える。また、カメラ本体１は、前面側から見て光軸を含む垂直面から左側に外
れた端部部分に、撮影時等において操作者の右手により保持されるよう適宜突出させたグ
リップ形状に形成されたグリップ部５２を有する。このグリップ部５２の頂部には、グリ
ップ部５２を保持したまま指先で操作されるレリーズＳＷ５３や露出補正ボタン５４を備
える。また、カメラ本体１は、前面側から見て左側上部にパワースイッチを含むモードダ
イヤル５５やコントロールダイヤル５６を備え、各種モード等の設定切換えが可能とされ
ている。
【００２８】
　また、カメラ本体１は、グリップ部５２の背面側において、ＡＦ（Auto focus）フレー
ム選択ボタン、ワンタッチホワイトバランスボタン、ホワイトバランス、ＡＦ等の調整ボ
タンおよびＯＫボタン等を備える。また、カメラ本体１は、背面側においてグリップ部５
２に隣接する光軸上の位置に液晶モニタ１２を備える。この液晶モニタ１２は、撮影され
た画像のライブビュー表示の他、各種設定・調整事項等を表示するＴＦＴ（Thin Film Tr
ansistor）タイプのモニタであり、背面側面積の半分程度を占める大型の矩形状表示パネ
ルである。カメラ本体１は、背面側から見て液晶モニタ１２の左側に再生ボタン、消去ボ
タン、メニューボタン、情報表示ボタン等を備える。さらに、カメラ本体１は、背面側に
おいて液晶モニタ１２の上部に、撮影時に操作者が覗くファインダ５７や、外付けのフラ
ッシュを取り付けるホットシュー５８を備える。
【００２９】
　さらに、カメラ本体１の背面側の外表面において、液晶モニタ１２と調整ボタンとの間
（液晶モニタ１２の右側真横）に配置させて、数個のスリット状の吸気孔６１が形成され
ている。また、カメラ本体１の外表面において、グリップ部５２とは反対側の側面（前面
側から見て右側面）に配置させて、数個のスリット状の排気孔６２が形成されている。こ
の排気孔６２は、カメラ本体１の上下方向においては、吸気孔６１と対応する中央位置に
形成されている。すなわち、吸気孔６１と排気孔６２とは、カメラ本体１の外表面の撮像
駆動回路基板３６（液晶モニタ１２）の左右両端を面方向に挟む位置に配置されている。
これにより、吸気孔６１から吸気した空気が撮像駆動回路基板３６周り（隙間３３）を通
って排気孔６２から排気される流路が形成されるように設定されている。そして、カメラ
本体１内の排気孔６２の近傍には、隙間をあけて空冷ファン６３が配置されている。この
空冷ファン６３は、後述のファンモータ１６３により駆動されて吸気孔６１から空気を吸
気して撮像駆動回路基板３６周り（隙間３３）を通る空気流を強制的に発生させて排気孔
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６２から排気させるためのものである。この空冷ファン６３は、ファン固定ホルダ（図示
せず）によってカメラ本体１の内部に固定されている。
【００３０】
　また、カメラ本体１の外表面において、液晶モニタ１２の上側周辺となる背面に配置さ
せて吸気孔６４が形成され、液晶モニタ１２の下側周辺となる底面に配置させて吸気孔６
５が形成されている。これら吸気孔６４，６５は、液晶モニタ１２の上辺、底辺に沿わせ
た数個のスリット状の孔により形成されている。これら吸気孔６４，６５も、カメラ本体
１の外表面の撮像駆動回路基板３６（液晶モニタ１２）を面方向に挟む位置に配置された
ものである。
【００３１】
　そして、カメラ本体１内において、それぞれの吸気孔６１，６４，６５、排気孔６２に
対して通気性を有するスポンジ状のフィルタ部材がカメラ外装２内面に密着させて設けら
れている。これらフィルタ部材を備えることで、空冷ファン６３の駆動により空気流が流
れる場合や、空冷ファン６３の停止時において、塵埃等が吸気孔６１，６４，６５、排気
孔６２からカメラ本体１内に入り込むことが防止される。また、空冷ファン６３の駆動に
伴い、液晶モニタ１２に隣接させて形成された吸気孔６１，６４，６５から吸気されて撮
像駆動回路基板３６周りの流路を通って排気孔６２からカメラ本体１の側方に排気される
空気流も生ずるため、撮像駆動回路基板３６の強制冷却を全面的に効率よく行うことがで
きる。この際、隙間３３を通して撮像素子支持板２２の背面側部分も空気流が流れるので
、空冷ファン６３の駆動によって撮像素子支持板２２の冷却もなされ、空冷ファン６３が
冷却手段として機能する。
【００３２】
　ついで、本実施の形態１の電子カメラの電装制御系の概略構成例について図５を参照し
て説明する。図５は、本実施の形態１の電子カメラの電装制御系の概略構成例を示すブロ
ック図である。本実施の形態１の電子カメラの電装制御系は、概略的には、ボディシステ
ム１００と、このボディシステム１００に対して着脱交換自在な交換レンズシステム１０
０ａとからなる。
【００３３】
　まず、ボディシステム１００側の概略構成および作用について説明する。ボディシステ
ム１００は、一眼レフカメラ全体の制御を司るシステムコントローラ１５０を備える。こ
のシステムコントローラ１５０は、ＣＰＵ１５１と複数の回路ブロック、例えば画像処理
回路１５２、圧縮伸張回路１５３、画像認識回路１５４、外部メモリＩＦ回路１５５、汎
用Ｉ／Ｏ回路１５６、割込み制御回路１５７、タイマカウンタ１５８、Ａ／Ｄコンバータ
１５９等により構成されている。ＣＰＵ１５１と各回路ブロック１５２～１５９とは制御
ラインやバスラインで接続されている。
【００３４】
　画像処理回路１５２は、ＣＣＤ等の撮像素子２１で撮像されて撮像素子インターフェイ
ス回路１７２から取り込んだ画像データに対してγ補正、色変換、画素変換、ホワイトバ
ランス処理等の所定の処理を施す。圧縮伸張回路１５３は、画像処理回路１５２で画像処
理された画像データの圧縮処理やメモリカード１７０から読み出された圧縮画像データの
伸張処理を行う。画像認識回路１５４は、撮像素子２１で撮像された画像データから所定
の画像認識アルゴリズムを用いて被写体である人物の顔の特徴点を検出する際に必要な画
像処理を実行する。外部メモリＩＦ回路１５５は、メモリカード１７０、ＳＤＲＡＭ１７
１、ＦｌａｓｈＲｏｍ１６８とシステムコントローラ１５０内部のデータバスとのブリッ
ジ機能を果す。ここで、ＦｌａｓｈＲｏｍ１６８には、全体の動作を制御するための制御
プログラム、温度ログデータ、制御パラメータ等が記録されている。システムコントロー
ラ１５０は、ＣＰＵ１５１がＦｌａｓｈＲｏｍ１６８に格納されている制御プログラムを
読み出して実行することにより、カメラの動作を制御する。ＳＤＲＡＭ１７１は、撮像素
子インターフェイス回路１７２を介して得られた画像データの一時格納用に用いられたり
、システムコントローラ１５０のワークエリアとして用いられる。メモリカード１７０は
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、半導体の不揮発性メモリや小型ＨＤＤ等の着脱可能な記録媒体である。
【００３５】
　また、汎用Ｉ／Ｏ回路１５６は、システムコントローラ１５０に接続された操作ＳＷ（
スイッチ）１６７の読込み端子、周辺回路を制御する制御信号の出力端子として使用され
る。割込み制御は、操作ＳＷ１６７による割込み信号、タイマカウンタ１５８による割込
み信号などを生成する。タイマカウンタ１５８は、クロックをカウントしてシステム制御
に必要なタイミング信号を発生させる。Ａ／Ｄコンバータ１５９は、一眼レフカメラが備
える測光センサ１３１、温度センサ３４等の各種センサの検出出力をＡ／Ｄ変換する。
【００３６】
　また、時計回路（リアルタイムクロック）１６９は、年月日時分秒の時間データを生成
し、システムコントローラ１５０へ出力する。撮像素子インターフェイス回路１７２は、
撮像素子２１を駆動するタイミングパルスを生成し、撮像素子２１が光電変換したアナロ
グ電気信号を読み出し、Ａ／Ｄ変換して画像データとしてシステムコントローラ１５０へ
転送する。
【００３７】
　温度センサ３４は、温度測定回路１８２とともに温度検出手段を構成し、撮像素子２１
の近傍背面側に配設されて撮像素子２１近傍の温度を検出するためのものである。温度セ
ンサ３４としては、温度に応じて抵抗値が変化する素子や、半導体温度センサを用いれば
よい。より正確な温度を測定するために撮像素子２１を構成する回路内部に半導体温度セ
ンサを形成するようにしてもよい。
【００３８】
　シャッタ６は、シャッタ駆動機構１２１により開閉されることで撮像素子２１を遮光・
露光制御する。シャッタ駆動機構１２１中のアクチュエータに対する駆動電力も、アクチ
ュエータ駆動回路１２３から供給される。また、クイックリターンミラー５は、ミラー駆
動機構１１８によって変位駆動される。ミラー駆動機構１１８中のアクチュエータに対す
る駆動電力も、アクチュエータ駆動回路１２３から供給される。ここで、クイックリター
ンミラー５がＤｏｗｎ位置にある場合に、フォーカスマット９上の被写体像は、ペンタプ
リズム１０と接眼レンズ１１とからなる光学ファインダにより観察可能である。
【００３９】
　測光回路１３２は、光学ファインダ（ペンタプリズム１０）を介して被写体像の明るさ
を測定する測光センサ１３１の出力を増幅し、輝度に応じた電気信号をシステムコントロ
ーラ１５０へ出力する。ＣＰＵ１５１は、測光回路１３２の出力に応じて撮影条件中の露
光条件を決定する。ここで、ライブビュー動作中は、クイックリターンミラー５がＵｐ位
置にあるため、測光回路１３２は利用できない。そこで、ライブビュー動作中は、ＣＰＵ
１５１は、撮像素子２１から得られた画像データ出力に基づき被写体輝度を検出し、静止
画像の撮影条件中の露光条件を決定する。
【００４０】
　また、クイックリターンミラー５は、中央部に半透過な領域を有し、Ｄｏｗｎ位置にあ
る場合に、中央の半透過な領域を透過した撮影レンズ１４の光束の一部はサブミラー５ａ
で反射されてＡＦ（Auto Focus）センサ１１６へ導かれる。このＡＦセンサ１１６として
は、周知の位相差方式のＡＦセンサが用いられている。ＡＦセンサ１１６は、焦点検出回
路１１７によって制御される。ＣＰＵ１５１は、撮影レンズ１４が形成する被写体像の位
置と撮像素子２１の受光面とのずれ量であるデフォーカス量を焦点検出回路１１７の出力
に基づき検出する。このデフォーカス量は、交換レンズシステム１００ａ側に設けられた
レンズ制御マイクロコンピュータ１０８へ送信される。撮像素子２１から得られた画像デ
ータから画像データの鮮鋭度（コントラスト）を検出することで、撮影レンズ１４の被写
体像を撮像素子２１の受光面へ合焦状態で結像させることもできる。鮮鋭度は、画像処理
回路１５２によって検出され、この鮮鋭度に応じて撮影レンズ１４を駆動し、鮮鋭度が最
大となる位置に撮影レンズ１４を位置付けることで合焦状態とする。ライブビュー動作中
は、このようないわゆるコントラスト方式のＡＦ動作で焦点調整が行われる。
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【００４１】
　電力回路１６１は、バッテリ１６２の電圧をシステムコントローラ１５０とその周辺回
路に、必要な駆動電圧に変換して供給する。電力の分配は、ＣＰＵ１５１の指令に基づき
制御される。液晶モニタ駆動回路１６３は、液晶モニタ１２を駆動する。液晶モニタ１２
は、液晶モニタ駆動回路１６３からの駆動信号に応じてライブビュー動作時の画像データ
を表示したり、各種メニュー等を表示する。バックライト駆動回路１６６は、液晶モニタ
１２の背面に設けられたＬＥＤ等によるバックライト１６５を駆動点灯させる。
【００４２】
　また、熱電素子３０は、カメラ内で生じた熱による熱エネルギーを電気エネルギーに変
換する素子であり、熱電素子３０で発生した起電力はモータ駆動回路１８１へ供給される
。熱電素子３０から出力される電圧（発生する起電力）は変動する。そこで、熱電素子３
０の出力電圧の変動を抑制するためのモータ駆動回路（ＤＣ／ＤＣコンバータ）１８１を
有する。モータ駆動回路１８１の出力は、切換回路１８２を介して空冷ファン６３用のフ
ァンモータ１８３へ供給される。切換回路１８２には、バッテリ１６２からの駆動電圧が
電力回路１６１を介して供給されており、システムコントローラ１５０は、状況に応じて
（例えば、ファンモータ１８３を駆動中に熱電素子３０から供給されるモータ駆動回路１
８１の出力が低下したとき）、バッテリ１６２からの電力供給を受けて、ファンモータ１
８３の駆動が可能とされている。
【００４３】
　また、操作ＳＷ１６７は、一眼レフカメラを操作するためのスイッチであり、レリーズ
ＳＷ５３、モード設定ＳＷ、ファインダモード選択ＳＷ、電源ＳＷ等を含む。
【００４４】
　つぎに、交換レンズシステム１００ａ側の概略構成および作用について説明する。交換
レンズシステム１００ａは、レンズ制御マイクロコンピュータ１０８によって制御される
。交換レンズシステム１００ａがボディシステム１００に装着されることにより、レンズ
制御マイクロコンピュータ１０８とシステムコントローラ１５０は通信ラインによって接
続される。そして、システムコントローラ１５０からの指令に応じてレンズ制御マイクロ
コンピュータ１０８は所定の動作を行う。変倍レンズ駆動機構１０６は、撮影レンズ１４
の焦点距離を変化させるための機構であり、変倍レンズ１４ａを可動変位させる。変倍レ
ンズ駆動機構１０６中にはアクチュエータが配設され、アクチュエータ駆動回路１０７か
らの供給電力によって駆動される。レンズ制御マイクロコンピュータ１０８は、アクチュ
エータ駆動回路１０７を介して焦点距離を変更できる。また、撮影レンズ１４の光束を制
限する絞り１０４は、絞り駆動機構１０５によって駆動される。絞り駆動機構１０５中に
はアクチュエータが配設され、アクチュエータ駆動回路１０７からの供給電力によって駆
動される。レンズ制御マイクロコンピュータ１０８は、アクチュエータ駆動回路１０７を
介して絞りを所定値に設定できる。フォーカスレンズ駆動機構１０３は、撮影レンズ１４
を変位させるための機構である。フォーカスレンズ駆動機構１０３にはアクチュエータが
配設され、アクチュエータ駆動回路１０７からの供給電力によって駆動される。レンズ制
御マイクロコンピュータ１０８は、アクチュエータ駆動回路１０７を介して撮影レンズ１
４を変位させることができる。システムコントローラ１５０から転送されるデフォーカス
量に応じてレンズ制御マイクロコンピュータ１０８は撮影レンズ１４の位置を制御する。
【００４５】
　ついで、本実施の形態１におけるシステムコントローラ１５０のＣＰＵ１５１による動
作制御例について、図６に示す概略フローチャートを参照して説明する。ここで、本実施
の形態１においては、温度センサ３４による検出温度に関して、図７に示すようにＴ１～
Ｔ４なる閾値温度が複数段階の所定温度として予め設定されている。一例として、Ｔ１＝
５０℃、Ｔ２＝５５℃、Ｔ３＝６０℃、Ｔ４＝７０℃の如く設定されている。所定温度Ｔ
４は、撮像素子２１の使用環境としてカメラ使用を禁止させる温度を設定したものである
。Ｔ２～Ｔ３なる所定温度間は、撮像素子２１の使用環境として支障はないが、温度上昇
の抑制が望まれる段階を示し、Ｔ３～Ｔ４なる所定温度間は、撮像素子２１の使用環境と
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して支障はないものの積極的な冷却対策が望まれる段階を示し、所定温度Ｔ２以下が撮像
素子２１の使用環境として推奨される段階を示す。また、所定温度Ｔ１は、検出温度の変
動を考慮し、所定温度Ｔ２に対する不感域を持たせるために設定された温度である。
【００４６】
　まず、電源ＳＷがオンすると、システムコントローラ１５０によってシステム全体の初
期化動作が実行される（ステップＳ１００）。ついで、操作ＳＷ１６７の状態をチェック
することで、ライブビューＳＷが操作されたか否かを判定する（ステップＳ１１０）。操
作されていなければ（ステップＳ１１０：Ｎｏ）、ステップＳ１３０へ移行する。ライブ
ビューＳＷが操作された場合には（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）、現在設定されているフ
ァインダモードを判定する（ステップＳ１１２）。ここで、ファインダモードとして、ラ
イブビューモードに設定されていた場合には、ファインダモードを光学ファインダモード
に設定し（ステップＳ１１４）、クイックリターンミラー５をＤｏｗｎ位置へ切換え設定
し、ライブビュー動作を停止させる（ステップＳ１１６）。
【００４７】
　一方、光学ファインダモードに設定されていた場合には、ファインダモードをライブビ
ューモードに設定する（ステップＳ１１８）。そして、温度センサ３４により検出された
検出温度がフレームレート変更温度である所定温度Ｔ２よりも高いか否かを判定する(ス
テップＳ１２０)。検出温度が所定温度Ｔ２以下の場合には（ステップＳ１２０：Ｎｏ）
、ライブビュー用のフレームレートを通常の３０ｆｐｓに設定し（ステップＳ１２２）、
クイックリターンミラー５をＵｐ位置へ切換え設定し、液晶モニタ１２によってライブビ
ュー動作を開始させる（ステップＳ１２６）。
【００４８】
　また、検出温度が所定温度Ｔ２より高い場合には（ステップＳ１２０：Ｙｅｓ）、ライ
ブビュー用のフレームレートを通常の３０ｆｐｓの１／２である１５ｆｐｓに設定し（ス
テップＳ１２４）、クイックリターンミラー５をＵｐ位置へ切換え設定し、液晶モニタ１
２によってライブビュー動作を開始させる（ステップＳ１２６）。
【００４９】
　ステップＳ１３０では、温度センサ３４により検出される撮像素子２１近傍の検出温度
を、それぞれ所定温度なる判定値Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３との大小関係を比較し、判定結果に応
じて所定の動作制御に分岐する。
【００５０】
　まず、検出温度が所定温度Ｔ３よりも高くなった場合には、強制的な冷却動作を開始さ
せる（ステップＳ１３２）。すなわち、切換回路１８２の切換えにより熱電素子３０側を
電源とし、熱電素子３０に発生した起電力によってファンモータ１８３を駆動させること
により、空冷ファン６３を動作させ、撮像素子支持板２２等に冷却風を流すことにより冷
却する。また、ライブビューモードが設定されているか否かを判定し（ステップＳ１３４
）、設定されている場合には（ステップＳ１３４：Ｙｅｓ）、ライブビュー禁止動作とし
てファインダモードを光学ファインダモードに設定し（ステップＳ１３６）、クイックリ
ターンミラー５をＤｏｗｎ位置に切換え設定しライブビュー動作を停止させる（ステップ
Ｓ１３８）。併せて、ライブビュー動作を含む撮影動作を禁止して熱電素子３０を駆動源
として用いた冷却動作中である旨を液晶モニタ１２に表示させる（ステップＳ１４０）。
【００５１】
　その後、検出温度が所定温度Ｔ３以下に低下したか否かを判定し（ステップＳ１４２）
、検出温度が低下した場合には（ステップＳ１４２：Ｙｅｓ）、ステップＳ１７０に移行
する。一方、検出温度が低下しない場合には（ステップＳ１４２：Ｎｏ）、検出温度が所
定温度Ｔ４を超えたか否かを判定する（ステップＳ１４４）。超えていない場合には（ス
テップＳ１４４：Ｎｏ）、ステップＳ１４２の判定処理に戻る。また、所定温度Ｔ４を超
えた場合には（ステップＳ１４４：Ｙｅｓ）、システムダウンする。すなわち、電源をオ
フさせる等のシステムの停止動作を実行する（ステップＳ１７８）。この動作によってカ
メラ内部の熱発生源がなくなる。
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【００５２】
　また、検出温度が所定温度Ｔ２～Ｔ３間の場合には、ライブビュー動作モードであって
、フレームレートが通常の３０ｆｐｓで動作中であるか否かを判定する（ステップＳ１５
０）。肯定的であれば（ステップＳ１５０：Ｙｅｓ）、ライブビュー動作のフレームレー
トを通常の３０ｆｐｓから１／２の１５ｆｐｓに設定し直す（ステップＳ１５２）。さら
に、熱電素子３０の出力でファンモータ１８３を駆動中であるか否かを判定し（ステップ
Ｓ１５４）、駆動中であれば、切換回路１８２によってバッテリ１６２側を選択するよう
切換えることで、ファンモータ１８３の電源をバッテリ１６２側に切換えてファンモータ
１８３の駆動による冷却動作を続行させる（ステップＳ１５６）。そして、ステップＳ１
７０に移行させる。
【００５３】
　さらに、検出温度が所定温度Ｔ１以下である場合には、ライブビュー動作モードであっ
て、フレームレートが高温時用の１５ｆｐｓで動作中であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１６０）。肯定的であれば（ステップＳ１６０：Ｙｅｓ）、ライブビュー動作のフレー
ムレートを通常の３０ｆｐｓに設定し直す（ステップＳ１６２）。さらに、ファンモータ
１８３の駆動による空冷ファン６３による冷却動作中であるか否かを判定し（ステップＳ
１６４）、冷却動作中であれば（ステップＳ１６４：Ｙｅｓ）、ファンモータ１８３への
電力供給を停止させ冷却動作を停止させる（ステップＳ１６６）。そして、ステップＳ１
７０に移行させる。
【００５４】
　また、検出温度が所定温度Ｔ１より大きく所定温度Ｔ２以下の場合には、不感域であり
、制御状態を変更することなくそのままステップＳ１７０に移行する。
【００５５】
　ステップＳ１７０では、レリーズＳＷ５３が操作されたか否かを判定する。レリーズＳ
Ｗ５３が操作された場合には（ステッフＳ１７０：Ｙｅｓ）、ＡＥ（自動露光）、ＡＦ（
自動焦点）等の撮影準備動作を行い（ステップＳ１７２）、引き続き、撮影動作を実行す
る（ステップＳ１７４）。レリーズＳＷ５３が操作されなければ（ステップＳ１７０：Ｎ
ｏ）、ステップＳ１７６に移行する。ステップＳ１７６では、パワーＳＷがＯＦＦされた
か否かを判定し、パワーＳＷがＯＦＦされた場合には（ステップＳ１７６：Ｙｅｓ）シス
テムの停止動作を実行する（ステップＳ１７８）。パワーＳＷがＯＦＦされない場合には
（ステップＳ１７６：Ｎｏ）、ステップＳ１１０に戻る。
【００５６】
　したがって、時間的な温度変化を示す図７を参照すれば、まず、検出温度が所定温度Ｔ
２に達する時間ｔ１以前であれば、ライブビュー動作は通常の３０ｆｐｓなるフレームレ
ートで実行される。そして、所定温度Ｔ２に達した時間ｔ１にあっては、ステップＳ１２
４の処理に従い、ライブビュー動作のフレームレートは通常の３０ｆｐｓから１／２の１
５ｆｐｓに変更される。このように、このような温度状況下では、ライブビュー動作のフ
レームレートを通常の半分に低減させることで、撮像素子２１やＩＣ回路等の動作を遅く
することができ、バッテリ１６２の消費電力を抑制しつつ撮像素子２１等の発熱が抑制さ
れる。
【００５７】
　その後、検出温度がＴ３～Ｔ４なる段階に達する時間ｔ２になると、ステップＳ１３２
～Ｓ１３８の処理に従い、ライブビュー動作を停止させるともに、熱電素子３０の起電力
によってファンモータ１８３を駆動し空冷ファン６３を動作させて冷却動作が実行される
。このようなライブビュー動作の停止により、バッテリ１６２の消費電力が抑制される。
この際、液晶モニタ１２におけるライブビュー動作は停止されるが、ライブビュー動作を
含む撮影動作を禁止して熱電素子３０を駆動源として用いた冷却動作中である旨が液晶モ
ニタ１２に表示されるので、ユーザに不安感を与えることはない。
【００５８】
　また、ファンモータ１８３の駆動に熱電素子３０を電源として用いるので、バッテリ１
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６２の消費電力の抑制に寄与する。ここで、熱電素子３０を電源として用いる際には、フ
ァンモータ１８３の駆動により空冷ファン６３を動作させることでカメラ本体１内に形成
された流路中を冷却風が流れる。この冷却風は、カメラ本体１内において隙間３３部分も
流れ、撮像素子支持板２２を効率よく冷却する。撮像素子支持板２２は、熱電素子３０の
低温側である放熱部３０ｂ側に熱結合させて設けられており、撮像素子支持板２２の冷却
に伴い、放熱部３０ｂも効率よく冷却されることとなる。よって、熱電素子３０にあって
は、撮像素子２１の発熱に伴い高温となる受熱部３０ａ側と効率よく冷却される放熱部３
０ｂ側との間の温度差が大きくなり、ファンモータ１８３を駆動させるために十分な起電
力を発生させることができる。これにより、熱電素子３０を電源としてファンモータ１８
３を確実に駆動させて空冷ファン６３による冷却動作を効率よく確実に行わせることがで
きる。
【００５９】
　その後、検出温度が所定温度Ｔ３以下になる時間ｔ３では、ライブビュー動作のフレー
ムレートを１５ｆｐｓとして温度上昇を抑制するとともに、ステップＳ１５４，Ｓ１５６
の処理に従い、ファンモータ１８３の駆動電源をバッテリ１６２側に切換える。前述のフ
ァンモータ１８３の駆動により検出温度がある程度下がると、熱電素子３０が発生する起
電力が低下するため、ファンモータ１８３の駆動電源をバッテリ１６２に切換えて冷却動
作を続行させることで、冷却効果の低下が抑制される。その後、検出温度が低下し、時間
ｔ４～ｔ５で示すように、所定温度Ｔ２以下となっても所定温度Ｔ１よりも高ければ、制
御状態は変化しない。このような不感域を設定することにより、動作切換えによる不安定
動作をなくすことができる。
【００６０】
　そして、時間ｔ５に示すように、検出温度が所定温度Ｔ１以下となれば、ファンモータ
１８３の駆動が停止され、ライブビュー動作のフレームレートも通常の３０ｆｐｓに戻さ
れる。その後、時間ｔ６に示すように、検出温度が再び所定温度Ｔ２に達すると、前述し
たようなフレームレートの変更等の動作制御が実行される。
【００６１】
　また、時間ｔ７に示すように、途中で、検出温度が所定温度Ｔ４を超えるような状況に
なると、ステップＳ１４４，Ｓ１７８の処理に従い、電源がオフされ、安全性が確保され
る。
【００６２】
（実施の形態２）
　ついで、図８～図１０を参照して本発明の実施の形態２について説明する。本実施の形
態２は、実施の形態１に対して、撮像素子に対する放熱板構造が異なるとともに、放熱板
に対する冷却手段の駆動源としてファンモータ２６３に代えて圧電ポンプを用いる点で異
なり、さらに、撮像素子を含む撮像部が手ブレ補正機構によってＸＹ平面内で可動的に設
けられている点で異なる。図８は、本実施の形態２の冷却式撮像モジュールを構成する撮
像部の光軸を含む縦断側面図であり、図９は、本実施の形態２の冷却式撮像モジュールを
構成する放熱部の断面図であり、図１０は、手ブレ補正機構を示す正面図である。
【００６３】
　本実施の形態２の冷却式撮像モジュールは、撮像部２６０と放熱部２９０とからなり、
手ブレ補正機構３００を有する一眼レフレックスデジタルカメラに適用される。したがっ
て、撮像部２６０がカメラ構造体（図示せず；カメラ構造体４に相当）によって光軸に直
交するＸＹ平面上を変位可能な状態で支持され、撮影時に手ブレ補正機構３００により手
ブレ状態に対応してＸＹ平面上を駆動される。放熱部２９０は、カメラ構造体に対して固
定支持される。
【００６４】
　ここで、手ブレ補正機構３００について図１０を参照して説明する。手ブレ補正機構３
００は、基台３１０と、基台３１０に対して変位可能に支持される第１移動枠３１１と、
この第１移動枠３１１に対して変位可能に支持される第２移動枠３３１と、この第２移動
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枠３３１に支持され撮像素子２６２を有して構成される撮像素子ユニット３５０と、基台
３１０に固設され第１移動枠３１１と第２移動枠３３１と撮像素子ユニット３５０とを組
立てた状態の組立てユニットをＹ方向に変位させるための駆動源および駆動機構からなる
第１駆動機構部３１４と、基台３１０に固設され第２移動枠３３１、撮像素子ユニット３
５０をＸ方向に変位させるための駆動源および駆動機構からなる第２駆動機構部３３４と
によって主に構成されている。
【００６５】
　基台３１０は、略中央部分に開口部窓３１０ｘを有する枠状部材である。第１駆動機構
部３１４は、基台３１０の所定部位にねじによって固設され第１移動枠３１１を駆動する
ための第１モータ３１５と、この第１モータ３１５の回転軸上に固設される第１ピニオン
３１６と、この第１ピニオン３１６に噛合する第１歯車３１７と、この第１歯車３１７と
同軸上に軸支され第１モータ３１５により駆動される第１リードスクリュー３１８と、こ
の第１リードスクリュー３１８に噛合して第１リードスクリュー３１８の回転によりＹ方
向に沿って変位する第１ナット３１９等によって構成されている。基台３１０の所定部位
に第１駆動機構部３１４の各構成部材が配設された状態において、その外側からは、これ
らの構成部材を覆うように第１駆動部押え板３２０がねじ止めされている。
【００６６】
　なお、第１ナット３１９は、その略中央部分に第１リードスクリュー３１８に噛合する
雌ねじ部が形成されているとともに、外周縁部の一部には、第１移動枠３１１の所定の係
合部位に係合することで、第１リードスクリュー３１８の回転に伴って第１ナット３１９
自体が回転するのを規制する回転規制部を有する。また、第１リードスクリュー３１８は
、図１０中に断面で示す破枠部Ａのように、その一端部は、第１駆動部押え板３２０に対
して回動自在に軸支され、他端部は、基台３１０の固定部３１０ａにおいて回動自在に軸
支されている。
【００６７】
　したがって、この構成により、第１モータ３１５が駆動されると、第１ピニオン３１６
が回動し、これに噛合する第１歯車３１７を介して第１リードスクリュー３１８が同方向
に回動する。第１リードスクリュー３１８が回動するのに伴って、第１ナット３１９は、
図１０中のＹ方向に移動するようになっている。
【００６８】
　ここで、手ブレ補正機構３００が組み立てられた状態においては、図１０に示すように
、第１駆動機構部３１４の第１ナット３１９は、第１移動枠３１１の第１係合部３１１ｃ
の内側部分に当接し係合するように配設されている。第１係合部３１１ｃには、第１係合
部３１１ｃと第１ナット３１９との当接を確保しながら第１リードスクリュー３１８が干
渉しないようにするための、断面が略Ｕ字形状の第１切欠部が形成されている。なお、第
１ナット３１９と第１係合部３１１ｃとが係合する位置は、手ブレ補正機構３００を正面
側から見たときに、後述する第１付勢ばね３１３と第１位置決め用ガイド軸３１２との間
の領域となるように設定されている。また、第１駆動機構部３１４の近傍には、第１移動
枠３１１の移動を検知する第１位置検出センサが基台３１０の所定位置に対して固設され
ている。
【００６９】
　また、第２駆動機構部３３４は、基本的には、上述の第１駆動機構部３１４と同様の構
成からなり、基台３１０の所定部位にねじによって固設され第２移動枠３３１を駆動する
ための第２モータ３３５と、この第２モータ３３５の回転軸上に固設される第２ピニオン
３３６と、この第２ピニオン３３６に噛合する第２歯車３３７と、この第２歯車３３７と
同軸上に軸支され第２モータ３３５により駆動される第２リードスクリュー３３８と、こ
の第２リードスクリュー３３８に噛合して第２リードスクリュー３３８の回転によりＸ方
向に沿って変位する第２ナット３３９等によって構成されている。基台３１０の所定部位
に第２駆動機構部３３４の各構成部材が配設された状態において、その外側からは、これ
らの構成部材を覆うように第２駆動部押え板３４０がねじ止めされている。



(14) JP 2009-100295 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

【００７０】
　なお、第２ナット３３９は、その略中央部分に第２リードスクリュー３３８に噛合する
雌ねじ部が形成されているとともに、外周縁部の一部には、基台３１０の所定の係合部位
に係合することで、第２リードスクリュー３３８の回転に伴って第２ナット３３９自体が
回転するのを規制する回転規制部を有する。また、第２リードスクリュー３３８は、図１
０中に断面で示す破枠部Ｂのように、その一端部は、第２駆動部押え板３４０に対して回
動自在に軸支され、他端部は、基台３１０の固定部３１０ｎにおいて回動自在に軸支され
ている。
【００７１】
　したがって、この構成により、第２モータ３３５が駆動されると、第２ピニオン３３６
が回動し、これに噛合する第２歯車３３７を介して第２リードスクリュー３３８が同方向
に回動する。第２リードスクリュー３３８が回動するのに伴って、第２ナット３３９は、
図１０中のＸ方向に移動するようになっている。
【００７２】
　ここで、手ブレ補正機構３００が組み立てられた状態においては、図１０に示すように
、第２駆動機構部３３４の第２ナット３３９は、第２移動枠３３１と一体に配設される係
合部材（図示せず）の第２係合部３３１ｃの内側部分に当接し係合するように配設されて
いる。第２係合部３３１ｃには、第２係合部３３１ｃと第２ナット３３９との当接を確保
しながら第２リードスクリュー３３８が干渉しないようにするための、断面が略Ｕ字形状
の第２切欠部が形成されている。なお、第２ナット３３９と第２係合部３３１ｃとは、第
１駆動機構部３１４が配置される領域をＹ方向へと延長した領域の近傍に配置されている
。また、第２駆動機構部３３４の近傍には、第２移動枠３３１の移動を検知する第２位置
検出センサが基台３１０の所定位置に対して固設されている。
【００７３】
　第１移動枠３１１は、略中央部分に開口窓３１１ｘを有する枠状部材である。この第１
移動枠３１１は、基台３１０に対して第１位置決め用ガイド軸３１２と、第１移動枠３１
１をＹ方向に沿ってガイドし第１移動枠３１１の第１位置決め用ガイド軸３１２回りの回
動を規制する第１回転止め用ガイド軸３２２とを介してＹ方向に沿って変位可能に支持さ
れている。また、第１移動枠３１１と基台３１０との間には、緊縮性のコイルばね等から
なり、第１移動枠３１１を矢印Ｙ１方向に付勢する第１付勢ばね３１３が懸架されている
。また、第１回転止め用ガイド軸３２２上には、伸長性のコイルばね等からなり、第１移
動枠３１１を矢印Ｙ２方向に付勢するとともに、撮像素子２６２の受光面に平行な面内で
第１移動枠３１１を回転付勢する第１回転付勢ばね３２３が配設されている。このように
第１付勢ばね３１３および第１回転付勢ばね３２３による付勢方向Ｙ１，Ｙ２を略同方向
とし、第１位置決め用ガイド軸３１２に対して第１付勢ばね３１３および第１回転付勢ば
ね３２３をともに第１回転止め用ガイド軸３２２側に配することで、第１移動枠３１１に
対し撮像素子２６２の受光面に平行な面内で同じ方向へと回転付勢することができ、ガイ
ド軸とその嵌合部との間のガタを効率的に一方に寄せることができる。
【００７４】
　第２移動枠３３１は、略中央部分に開口窓３３１ｘを有する枠状部材である。この第２
移動枠３３１は、第１移動枠３１１に対して第２位置決め用ガイド軸３３２と、第１移動
枠３１１に設けられ第２移動枠３３１をＸ方向に沿ってガイドし第２移動枠３３１の第２
位置決め用ガイド軸３３２回りの回動を規制する第２回転止め用ガイド軸３４２とを介し
てＸ方向に沿って変位可能に支持されている。また、第２移動枠３３１と基台３１０との
間には、緊縮性のコイルばね等からなり、第２移動枠３３１を矢印Ｘ１方向に付勢する第
２付勢ばね３３３が懸架されている。また、第２回転止め用ガイド軸３４２上には、伸長
性のコイルばね等からなり、第２移動枠３３１を矢印Ｘ２方向に付勢するとともに、撮像
素子２６２の受光面に平行な面内で第２移動枠３３１を回転付勢する第２回転付勢ばね３
４３が配設されている。
【００７５】



(15) JP 2009-100295 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

　このような構成において、例えば電子カメラが起動し使用可能状態にあり、手ブレ補正
機構３００が作動し得る状態にあるときに、例えば撮像動作等を実行させるためにレリー
ズＳＷ５３等が操作されると、その指示信号がシステムコントローラに伝達され、システ
ムコントローラは、ＡＦ動作やＡＥ動作等の所定の動作を実行させるべく、所定の制御動
作を開始する。この制御において、手ブレ補正制御信号が生ずると、これに応じて、第１
モータ３０５および第２モータ３３５が駆動される。
【００７６】
　ここで、第１モータ３１５の駆動力は第１ピニオン３１６を回動させ、第１ピニオン３
１６は第１歯車３１７を介して第１リードスクリュー３１８を回動させる。このとき、第
１リードスクリュー３１８に螺合する第１ナット３１９は、回転止めされているので、第
１リードスクリュー３１８の回転に伴い第１ナット３１９はＹ方向に移動する。第１ナッ
ト３１９は、第１移動枠３１１の第１係合部３１１ｃが当接しており、両者の当接状態は
、第１付勢ばね３１３の付勢力により常に維持されている。よって、第１ナット３１９が
矢印Ｙ１方向に向けて移動すると、第１移動枠３１１は、矢印Ｙ１方向に移動する。また
、第１ナット３１９が矢印Ｙ１の方向とは反対方向に向けて移動すると、第１移動枠３１
１は、矢印Ｙ１方向とは反対方向に移動する。このようにして、第１モータ３１５が駆動
制御されることにより、第１移動枠３１１は、Ｙ方向に沿って移動制御される。
【００７７】
　一方、第２モータ３３５の駆動力は第２ピニオン３３６を回動させ、第２ピニオン３３
６は第２歯車３３７を介して第２リードスクリュー３３８を回動させる。このとき、第２
リードスクリュー３３８に螺合する第２ナット３３９は、回転止めされているので、第２
リードスクリュー３３８の回転に伴い第２ナット３３９はＸ方向に移動する。第２ナット
３３９は、第２移動枠３３１の第２係合部３３３１ｃが当接しており、両者の当接状態は
、第２付勢ばね３３３の付勢力により常に維持されている。よって、第２ナット３３９が
矢印Ｘ１方向に向けて移動すると、第２移動枠３３１は、矢印Ｘ１方向に移動する。また
、第２ナット３３９が矢印Ｘ１の方向とは反対方向に向けて移動すると、第２移動枠３３
１は、矢印Ｘ１方向とは反対方向に移動する。このようにして、第２モータ３３５が駆動
制御されることにより、第２移動枠３３１は、Ｘ方向に沿って移動制御される。
【００７８】
　本実施の形態２の冷却式撮像モジュールの撮像部２６０は、図８に示すように、カメラ
構造体に対してＸＹ平面上を移動可能に支持される第２移動枠３３１と、第２移動枠３３
１の後面に固着される撮像素子支持板２６６と、第２移動枠３３１に撮像素子支持板２６
６を介して固着される基板押え板２７１と、絶縁シート２６７を介して撮像素子支持板２
６６の前面側に接着固定される撮像素子２６２と、撮像素子２６２や該撮像素子２６２の
背面側に絶縁シート２６７を介して受熱部側が熱結合された、熱電素子３０と同様な構造
からなる熱電素子２７２、該熱電素子２７２の位置を避けて撮像素子２６２の背面側近傍
に配設された温度センサ２７３等が実装され、基板押え板２７１に保持される中央開口部
を有する接続ＦＰＣ２６８と、撮像素子２６２の撮像面側に保護ガラス支持用押え板２６
５を介して第２移動枠２３１に支持される保護ガラス２６３と、撮像素子支持板２６６お
よび基板押え板２７１の背面側に固着される伝熱板２７５，２７６と、伝熱板２７５，２
７６に挟持される複数本（例えば、５本）の棒状ヒートパイプ（蒸発部）２７４と、伝熱
板２７６の背面側に固着される放熱板２７７と、さらに、ヒートパイプ（蒸発部）２７４
の蒸気送出側Ｓ１に接続されるベローズ接続管２８３と、該接続管２８３に接続される可
撓性合成樹脂管２８２、および、ヒートパイプ（蒸発部）２７４への作動液流入側Ｓ２に
接続されるベローズ接続管２８５と、該接続管２８５に接続される可撓性合成樹脂管２８
４とからなる。
【００７９】
　第２移動枠３３１は、球状黒鉛と非結晶（ガラス）繊維やカーボン繊維が充填されたＰ
ＰＳ樹脂からなる。また、基板押え板２７１は、薄いアルミニウム板またはステンレス鋼
板からなる。接続ＦＰＣ２６８は、基板押え板２７１によって振れ防止状態で補強されて
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保持されている。撮像素子支持板２６６は、金属板または熱伝導率の高いフィラー（例え
ば、炭素繊維）やセラミックなどが混入したＡＢＳ樹脂やポリカーボネート樹脂材料から
なり、中央部に絶縁シート２６７を装着する開口部が設けられている。
【００８０】
　ヒートパイプ２７４は、棒状以外、平型形状であってもよい。ヒートパイプ２７４の複
数本の一方の蒸気送出側は、単一の管にまとめられ、ベローズ接続管２８３に接続される
。さらに、ベローズ接続管２８３は、蒸気送出側Ｓ１の気相流体流路用可撓性合成樹脂管
２８２に接続される。また、作動液流入側Ｓ２の液相流体流路用可撓性合成樹脂管２８４
は、ベローズ接続管２８５を経た後、複数本に分岐され、ヒートパイプ２７４の作動液流
入側に接続される。可撓性合成樹脂管２８２，２８４は、ヒートパイプ２７４の直径を２
ｍｍとすると、接続ＦＰＣ２６８よりやや狭い幅１５ｍｍ×高さ３ｍｍのサイズを有し、
接続ＦＰＣ２６８と一体の状態で保持される可撓性樹脂ケーブルを構成し、放熱部２９０
側に接続される。
【００８１】
　伝熱板２７５，２７６は、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、または、熱伝導率の高い
フィラー（例えば、炭素繊維）やセラミックなどが混入したＡＢＳ樹脂やポリカーボネー
ト樹脂材料、あるいは、球状黒鉛と非結晶（ガラス）繊維やカーボン繊維が充填されたＰ
ＰＳ樹脂からなる。この伝熱板２７５，２７６にはＹ方向に沿って形成されるヒートパイ
プ外径に合わせた形状の溝部が設けられている。この溝部によりヒートパイプを挟み込み
、面接触した状態で熱伝導性の高い接着剤で接合される。さらに、伝熱板２７５側は、基
板押え板２７１の背面部に熱伝導性の高い接着剤で接合される。
【００８２】
　放熱板２７７は、アルミニウム材、または、熱伝導率の高いフィラー（例えば、炭素繊
維）やセラミックなどが混入したＡＢＳ樹脂やポリカーボネート樹脂材料からなり、伝熱
板２７６の背面側に密着して配される。これにより、放熱板２７７は、伝熱板２７５，２
７６を介して熱電素子２７２の放熱部側に熱結合されている。放熱板２７７の中央部に２
枚の金属板２７８，２７９で囲まれた熱媒体室が設けられている。この熱媒体室には、シ
リコングリース２８１が注入され、さらに、伝熱フィン２７８ａ，２７９ａが配されてい
る。この放熱板２７７は、伝熱板２７６に熱伝導性の高い両面接着剤で接合される。蒸気
撮像素子支持板２６６、基板押え板２７１、伝熱板２７５，２７６、放熱板２７７は、ビ
ス２８６によって締結され、一体化される。
【００８３】
　接続ＦＰＣ２６８は、Ｕ字状に折り曲げられて形成され、伝熱板２７５，２７６の前方
位置であって、撮像素子２６２の後方位置に熱電素子２７２、温度センサ２７３が実装さ
れている。この接続ＦＰＣ２６８は、可撓性合成樹脂管２８２，２８４に積層され、一体
状態の可撓性樹脂ケーブルとして放熱部２９０側に導かれ、プリント基板支持台２９３に
配されるメインプリント基板に接続される。
【００８４】
　一方、本実施の形態２の冷却式撮像モジュールの放熱部２９０は、図９に示すように、
カメラ構造体により固定支持されるプリント基板支持台２９３と、プリント基板支持台２
９３上に固着される制御回路（ＣＰＵ）やＴＧ（タイミングジェネレータ）ＩＣが実装さ
れているプリント基板２９９と、このプリント基板２９９に実装される圧電ポンプ用駆動
ＩＣチップ２９１と、プリント基板２９９に絶縁シート２９２を介して装着される伝熱ブ
ロック体２９６と、伝熱ブロック体２９６に取付けられて圧電素子２９８により駆動され
る圧電ポンプ２９７とを有する。
【００８５】
　伝熱ブロック体２９６は、例えば、多孔質金属材料などの金属からなり、外部に伝熱用
フィン２９６ａが配され、さらに、伝熱ブロック体２９６の放熱性を改善するために伝熱
ブロック体２９６とプリント基板支持台２９３との間が金属箔２９６ｄで連結されている
。そして、伝熱ブロック体２９６には、蒸気流入側Ｓ１にヒートパイプ（凝縮部）２９６
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ｂと、作動液送出側Ｓ２に作動液送出部２９６ｃが配されている。
【００８６】
　圧電ポンプ２９７は、本実施の形態２における冷却手段の駆動源を構成するもので、作
動液が循環する流速を所定速度に保ち、可撓性合成樹脂管２８２，２８４内における熱の
淀みを少なくするために伝熱ブロック体２９６に配されている。圧電ポンプ２９７を駆動
するための圧電素子２９８は、熱電素子２７２またはバッテリ（バッテリ１６２に相当）
を駆動電源として駆動される。なお、圧電ポンプ２９７と伝熱ブロック体２９６のヒート
パイプ（凝縮部）２９６ｂとの間、および、圧電ポンプ２９７と伝熱ブロック体２９６の
作動液送出部２９６ｃとの間にはそれぞれ逆止弁が配されている。
【００８７】
　伝熱ブロック体２９６のヒートパイプ（凝縮部）２９６ｂは、撮像部２６０の蒸気送出
側Ｓ１の可撓性合成樹脂管２８２に接続されている。伝熱ブロック体２９６の作動液送出
部２９６ｃは、撮像部２６０の作動液流入側Ｓ２の可撓性合成樹脂管２８４に接続されて
いる。
【００８８】
　このような構成の撮像部２６０と放熱部２９０とからなる冷却式撮像モジュールにおい
ては、撮像部２６０にて撮像素子２６２の発生する熱が伝熱板２７５，２７６を介してヒ
ートパイプ（蒸発部）２７４に伝わり、その熱により作動液が蒸発し、蒸気に変態する。
なお、発生した熱の一部は、放熱板２７７により外部に放出される。
【００８９】
　上記蒸気は、ヒートパイプ（蒸発部）２７４から送出され、可撓性合成樹脂管２８２を
通過して放熱部２９０の伝熱ブロック体２９６のヒートパイプ（凝縮部）２９６ｂに到達
する。蒸気は、ここで冷却され、凝縮して作動液に戻る。その作動液は、圧電ポンプ２９
７により淀むことなく強制的にヒートパイプ（凝縮部）２９６ｂから作動液送出部２９６
ｃへ送られる。そして、作動液は、可撓性合成樹脂管２８４を経て再度、撮像部２６０の
ヒートパイプ（蒸発部）２７４に戻され、吸放熱のサイクルが繰り返される。この吸放熱
動作によって撮像素子２６２が冷却される。
【００９０】
　なお、撮像部２６０にて第２移動枠３３１とともに基板押え板２７１が手ブレ補正機構
３００による手ブレ補正動作時にＸＹ平面に沿って移動した場合、撮像部２６０と放熱部
２９０とを接続する管部材であって、ベローズ接続管２８３，２８５を介して接続されて
いる可撓性合成樹脂管２８２，２８４が柔軟に変形することにより、第２移動枠３３１お
よび基板押え板２７１の移動を妨げることはない。
【００９１】
　本実施の形態２における温度センサ２７３の検出温度に基づく動作制御例も、実施の形
態１の図６に示したフローチャートの場合と同様に実行される。すなわち、図７に示した
ようなＴ１～Ｔ４なる複数段階の所定温度を参照して動作制御が行われる。
【００９２】
　したがって、時間的な温度変化を示す図７を参照して説明すれば、まず、検出温度が所
定温度Ｔ２に達する時間ｔ１以前であれば、ライブビュー動作は通常の３０ｆｐｓなるフ
レームレートで実行される。そして、そして、所定温度Ｔ２に達した時間ｔ１にあっては
、ライブビュー動作のフレームレートは通常の３０ｆｐｓから１／２の１５ｆｐｓに変更
される。このように、このような温度状況下では、ライブビュー動作のフレームレートを
通常の半分に低減させることで、撮像素子２６２やＩＣ回路等の動作を遅くすることがで
き、バッテリの消費電力を抑制しつつ撮像素子２６２等の発熱が抑制される。
【００９３】
　その後、検出温度がＴ３～Ｔ４なる段階に達する時間ｔ２になると、ライブビュー動作
を停止させるともに、熱電素子２７２の起電力によって圧電素子２９８を駆動し圧電ポン
プ２９７を動作させて冷却動作が実行される。このようなライブビュー動作の停止により
、バッテリの消費電力が抑制される。この際、液晶モニタにおけるライブビュー動作は停
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止されるが、ライブビュー動作を含む撮影動作を禁止して熱電素子２７２を駆動源として
用いた冷却動作中である旨が液晶モニタに表示されるので、ユーザに不安感を与えること
はない。
【００９４】
　また、圧電素子２９８の駆動に熱電素子２７２を電源として用いるので、バッテリの消
費電力の抑制に寄与する。ここで、熱電素子２７２を電源として用いる際には、圧電素子
２９８の駆動により圧電ポンプ２９７を動作させることで放熱板２７７を効率よく冷却す
る。放熱板２７７は、熱電素子２７２の低温側である放熱部側に熱結合させて設けられて
おり、放熱板２７７の冷却に伴い、熱電素子２７２の放熱部も効率よく冷却されることと
なる。よって、熱電素子２７２にあっては、撮像素子２６２の発熱に伴い高温となる受熱
部側と効率よく冷却される放熱部側との間の温度差が大きくなり、圧電素子２９８を駆動
させるために十分な起電力を発生させることができる。これにより、熱電素子２７２を電
源として圧電素子２９８を確実に駆動させて圧電ポンプ２９７による冷却動作を効率よく
確実に行わせることができる。
【００９５】
　その後、検出温度が所定温度Ｔ３以下になる時間ｔ３では、ライブビュー動作のフレー
ムレートを１５ｆｐｓとして温度上昇を抑制するとともに、圧電素子２９８の駆動電源を
バッテリ側に切換える。前述の圧電ポンプ２９８の駆動により検出温度がある程度下がる
と、熱電素子２７２が発生する起電力が低下するため、圧電素子２９８の駆動電源をバッ
テリに切換えて冷却動作を続行させることで、冷却効果の低下が抑制される。その後、検
出温度が低下し、時間ｔ４～ｔ５で示すように、所定温度Ｔ２以下となっても所定温度Ｔ
１よりも高ければ、制御状態は変化しない。このような不感域を設定することにより、動
作切換えによる不安定動作をなくすことができる。
【００９６】
　そして、時間ｔ５に示すように、検出温度が所定温度Ｔ１以下となれば、圧電素子２９
８の駆動が停止され、ライブビュー動作のフレームレートも通常の３０ｆｐｓに戻される
。その後、時間ｔ６に示すように、検出温度が再び所定温度Ｔ２に達すると、前述したよ
うなフレームレートの変更等の動作制御が実行される。
【００９７】
　また、時間ｔ７に示すように、途中で、検出温度が所定温度Ｔ４を超えるような状況に
なると、電源がオフされ、カメラ内部の熱発生源がなくなる。
【００９８】
（実施の形態３）
　ついで、図１１を参照して本発明の実施の形態３について説明する。本実施の形態３は
、実施の形態１に対して、撮像素子に対する放熱板構造が異なるとともに、放熱板に対す
る冷却手段の駆動源としてファンモータ２６３に代えて圧電ポンプを用いる点で異なる。
図１１は、本実施の形態３のミラー／撮像素子ユニット周りの構成例を示す水平断面図で
ある。
【００９９】
　本実施の形態３のミラー／撮像素子ユニット４００は、一眼レフレックスデジタルカメ
ラに適用され、カメラボディ（図示せず）のフレーム本体に支持されるユニットであって
、撮影レンズ（図示せず）が交換自在に装着可能なボディ側マウント４２２と、このボデ
ィ側マウント４２２が装着される前フレーム４２０と、ミラーボックス４０１と、このミ
ラーボックス４０１内に収納される回動自在なクイックリターンミラー４０２と、撮像素
子４６０と、水冷ヒートパイプ４５４と、ゼーベック効果を利用した熱電素子４５１と、
圧電ポンプ４５５と、サイドフレーム４３０Ｌ，４３０Ｒの背面に固着される放熱板とし
ての後フレーム４４０とからなる。
【０１００】
　前フレーム４２０は、中央開口部を有し、その前面側にボディ側マウント４２２が固着
され、後面側中央にミラーボックス４０１が固着され、後面部がフレーム本体のサイドフ
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レーム４３０Ｌ，４３０Ｒに支持される。
【０１０１】
　後フレーム４４０は、ステンレス金属板またはアルミニウム板からなり、ミラーボック
ス４０１の後端部を跨いで配され、サイドフレーム４３０Ｌ，４３０Ｒに対して支柱４３
８ｃ，４３８ａを挟んで固着されている。この支柱４３８ａ，４３８ｃは、撮像素子４６
０で発生した熱が後フレーム４４０からサイドフレーム４３０Ｌ，４３０Ｒへの熱伝達を
遮断するための断熱部材となる。また、後フレーム４４０には、放熱効果を向上させるた
めの放熱用フィン４４０ａが外方に配されている。そして、後フレーム４４０に形成され
た多数の挿通孔のうちの所定の挿通孔を利用して、サイドフレーム４３０Ｌ，４３０Ｒに
後フレーム４４０がねじ止めされている。
【０１０２】
　上述のように、前フレーム４２０と、サイドフレーム４３０Ｌ，４３０Ｒと、後フレー
ム４４０とが順次固定され、これら３つの部材が一体化されて、カメラの外形形状に合わ
せた中空のボックス形状のフレーム本体が構成される。
【０１０３】
　なお、右側のサイドフレーム４３０Ｒは、左側のサイドフレーム４３０Ｌよりも薄く形
成されているため、その厚さ不足を補うように断熱部材を用いた支柱４３８ａがサイドフ
レーム４３０Ｒの背面から後方に延びており、支柱４３８ａおよびサイドフレーム４３０
Ｌに立設された支柱４３８ｃの先端のねじ孔にビスが螺合され、後フレーム４４０が固着
される。支柱４３８ａと平行に延びる長い支柱４３８ｂは、後フレーム４４０の背後の回
路基板４７０をサイドフレーム４３０Ｌの先端に形成された鍔部に挿入してサイドフレー
ム４３０Ｒに固定するために使用される。
【０１０４】
　ミラーボックス４０１は、中央開口部を有したボックス形状に形成され、前面フランジ
部にて前フレーム４２０に取付けられる。中央開口部の内部に回動可能なクイックリター
ンミラー４０２が配され、開口部上方にスクリーン（図示せず）が配置されている。また
、後方部に撮像素子支持板４８０を介して撮像素子４６０が固着される。この撮像素子４
６０の近傍には、撮像素子４６０の近傍の温度を検出する温度センサ（図示せず）が配さ
れている。
【０１０５】
　さらに、撮像素子４６０の背面と後フレーム４４０の前面との間にシリコンゴム等から
なる熱伝導性シート４５２，４５３を介して熱電素子４５１が密着状態で接合して配置さ
れる。熱電素子４５１は、熱電素子３０と同様にゼーベック効果を利用するもので、撮像
素子４６０の背面側に受熱部側が熱結合され、後フレーム４４０の前面側に放熱部側が熱
結合されている。そして、熱電素子４５１の側壁と後フレーム４４０の対向する側面突起
部４４０ｂとの間にシリコンゲル剤４５６を介在させる。なお、このシリコンゲル剤４５
６は、カメラボディを誤って落下したときなどの衝撃による熱電素子４５１の破損を防止
するためのものである。
【０１０６】
　また、撮像素子支持板４８０は、挿通孔に挿通するビスをミラーボックス４０１の背面
のねじ孔に螺着することによりミラーボックス４０１に取付けられている。
【０１０７】
　また、ストッパとしての位置決めピンがミラーボックス４０１の背面に形成され、撮像
素子支持板４８０の挿通孔、後フレーム４４０の挿通孔に挿通されている。後フレーム４
４０の位置決め孔に対しては、十分な隙間を残して位置決めピンが挿通され、いわゆる、
スキマハメの状態にあり、ミラーボックス４０１は、後フレーム４４０に直接固定されて
いない。位置決めピンと後フレーム４４０の位置決め孔との嵌合は、ミラーボックス４０
１の位置決めピンの直径寸法誤差とミラーボックス４０１におけるその位置寸法誤差およ
び後フレーム４４０の位置決め孔の外径寸法誤差と後フレーム４４０の位置決め孔の位置
寸法誤差を考慮してもなお、位置決めピンと位置決め孔との間に隙間があるように設定さ
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れている。そして、フレーム本体が大きく変形すれば、この片側隙間が詰まって、それ以
上の変形を防ぐことができ、大きな変形が防止される。
【０１０８】
　撮像素子４６０は、ミラーボックス４１の背面開口に配され、撮像素子支持板４８０の
前面に接着固定され、フレーム本体に囲まれるように配置されている。また、撮像素子４
６０は、その上下に、光軸Ｏ方向に延出した一対の複数のリード（接続端子）４６２を有
する。撮像素子４６０のリード４６２は、撮像素子支持板４８０の長孔（逃げ孔）、後フ
レーム４４０の円形の逃げ孔、回路基板４７０の長孔（逃げ孔）を遊嵌状態で挿通し、さ
らに、回路基板４７０上のフレキシブルプリント基板４９０に挿着されて、撮像素子４６
０と回路基板４７０とが一対のフレキシブルプリント基板４９０によって電気的に接続さ
れている。なお、一対のフレキシブルプリント基板４９０は、いずれも、撮像素子４６０
のリード４６２が挿入可能な周囲に導電パターンを有する複数の挿入孔を有するとともに
、導電パターンと電気的に接続されていて回路基板４７０上の接続パターンと接続される
複数の接続パターンを有している。
【０１０９】
　後フレーム４４０の上面には、圧電ポンプ４５５と、この圧電ポンプ４５５に接続され
、ミラーボックス４０１の撮像素子装着位置の外周部を２回巻回する水冷ヒートパイプ４
５４が設けられている。ここに、水冷ヒートパイプ４５４と圧電ポンプ４５５とにより後
フレーム４４０を冷却する冷却手段が構成されている。熱電素子４５１による熱起電力に
より圧電ポンプ４５５を駆動し、この圧電ポンプ４５５により水冷ヒートパイプ４５４内
の流体を循環させ、撮像素子４６０を冷却する（水冷方式）。すなわち、この水冷方式に
より後フレーム４４０を冷却することで、撮像素子４６０を冷却する。同時に、撮像素子
４６０と後フレーム４４０との間に温度差を生じさせ、熱電素子４５１の熱起電力の変換
効率を高めている。
【０１１０】
　本実施の形態３における温度センサ（図示せず）の検出温度に基づく動作制御例も、実
施の形態１の図６に示したフローチャートの場合と同様に実行される。すなわち、図７に
示したようなＴ１～Ｔ４なる複数段階の所定温度を参照して動作制御が行われる。
【０１１１】
　したがって、時間的な温度変化を示す図７を参照して説明すれば、まず、検出温度が所
定温度Ｔ２に達する時間ｔ１以前であれば、ライブビュー動作は通常の３０ｆｐｓなるフ
レームレートで実行される。そして、そして、所定温度Ｔ２に達した時間ｔ１にあっては
、ライブビュー動作のフレームレートは通常の３０ｆｐｓから１／２の１５ｆｐｓに変更
される。このように、このような温度状況下では、ライブビュー動作のフレームレートを
通常の半分に低減させることで、撮像素子４６０やＩＣ回路等の動作を遅くすることがで
き、バッテリの消費電力を抑制しつつ撮像素子４６０等の発熱が抑制される。
【０１１２】
　その後、検出温度がＴ３～Ｔ４なる段階に達する時間ｔ２になると、ライブビュー動作
を停止させるともに、熱電素子４５１の熱起電力によって圧電ポンプ４５５を駆動し水冷
ヒートパイプ４５４内の流体を循環させる冷却動作が実行される。このようなライブビュ
ー動作の停止により、バッテリの消費電力が抑制される。この際、液晶モニタにおけるラ
イブビュー動作は停止されるが、ライブビュー動作を含む撮影動作を禁止して熱電素子４
５１を駆動源として用いた冷却動作中である旨が液晶モニタに表示されるので、ユーザに
不安感を与えることはない。
【０１１３】
　また、圧電ポンプ４５５の駆動に熱電素子４５１を電源として用いるので、バッテリの
消費電力の抑制に寄与する。ここで、熱電素子４５１を電源として用いる際には、圧電ポ
ンプ４５５の駆動により水冷ヒートパイプ４５４内の流体を循環させることで後フレーム
４４０を効率よく冷却する。後フレーム４４０は、熱電素子４５１の低温側である放熱部
側に熱結合させて設けられており、後フレーム４４０の冷却に伴い、熱電素子４５１の放



(21) JP 2009-100295 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

熱部も効率よく冷却されることとなる。よって、熱電素子４５１にあっては、撮像素子４
６０の発熱に伴い高温となる受熱部側と効率よく冷却される放熱部側との間の温度差が大
きくなり、圧電ポンプ４５５を駆動させるために十分な起電力を発生させることができる
。これにより、熱電素子４５１を電源として圧電ポンプ４５５を確実に駆動させて水冷ヒ
ートパイプ４５４による冷却動作を効率よく確実に行わせることができる。
【０１１４】
　その後、検出温度が所定温度Ｔ３以下になる時間ｔ３では、ライブビュー動作のフレー
ムレートを１５ｆｐｓとして温度上昇を抑制するとともに、圧電ポンプ４５５の駆動電源
をバッテリ側に切換える。前述の圧電ポンプ４５５の駆動により検出温度がある程度下が
ると、熱電素子４５１が発生する起電力が低下するため、圧電ポンプ４５５の駆動電源を
バッテリに切換えて冷却動作を続行させることで、冷却効果の低下が抑制される。その後
、検出温度が低下し、時間ｔ４～ｔ５で示すように、所定温度Ｔ２以下となっても所定温
度Ｔ１よりも高ければ、制御状態は変化しない。このような不感域を設定することにより
、動作切換えによる不安定動作をなくすことができる。
【０１１５】
　そして、時間ｔ５に示すように、検出温度が所定温度Ｔ１以下となれば、圧電ポンプ４
５５の駆動が停止され、ライブビュー動作のフレームレートも通常の３０ｆｐｓに戻され
る。その後、時間ｔ６に示すように、検出温度が再び所定温度Ｔ２に達すると、前述した
ようなフレームレートの変更等の動作制御が実行される。
【０１１６】
　また、時間ｔ７に示すように、途中で、検出温度が所定温度Ｔ４を超えるような状況に
なると、電源がオフされ、安全性が確保される。
【０１１７】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲であれば、種
々の変形が可能である。例えば、上述の実施の形態１～３は、電子カメラとしてレンズ交
換可能な一眼レフレックス式デジタルカメラへの適用例で説明したが、このようなカメラ
に限らず、例えばコンパクト型のデジタルカメラ等であっても同様に適用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の実施の形態１の電子カメラの内部構成例を示す中央縦断側面図である。
【図２】図１の撮像素子付近を拡大して示す中央縦断側面図である。
【図３】熱電素子の原理的構成例を示す構造図である。
【図４】電子カメラを示す外観斜視図である。
【図５】実施の形態１の電子カメラの電装制御系の概略構成例を示すブロック図である。
【図６】実施の形態１の動作制御例を示す概略フローチャートである。
【図７】検出温度の変化例を示す説明図である。
【図８】本発明の実施の形態２の冷却式撮像モジュールを構成する撮像部の光軸を含む縦
断側面図である。
【図９】実施の形態２の冷却式撮像モジュールを構成する放熱部の断面図である。
【図１０】手ブレ補正機構を示す正面図である。
【図１１】本発明の実施の形態３のミラー／撮像素子ユニット周りの構成例を示す水平断
面図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１２　液晶モニタ
　１４　撮影レンズ
　２１　撮像素子
　２２　撮像素子支持板
　２８　絶縁シート
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　３０　熱電素子
　３０ａ　受熱部
　３０ｂ　放熱部
　３１，３２　熱伝導シート
　３４　温度センサ
　６３　空冷ファン
　１５１　ＣＰＵ
　１６２　バッテリ
　１８３　ファンモータ
　２６２　撮像素子
　２６７　絶縁シート
　２７２　熱電素子
　２７３　温度センサ
　２７７　放熱板
　２９７　圧電ポンプ
　２９８　圧電素子
　４４０　後フレーム
　４５１　熱電素子
　４５５　圧電ポンプ
　４６０　撮像素子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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